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○南相馬市障がい者の利用に係る公の施設の使用料又は利用料金の免除に関する条例 

 

（使用料又は利用料金の免除） 

第２条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障がい者のうち次に掲げる

者（以下「免除対象障がい者」という。）及び当該免除対象障がい者の介護のため現に同

伴する者のうち規則で定める者（その者が２人以上いるときは、１人に限る。以下「免除

対象介護者」という。）が別表の左欄に掲げる公の施設を利用するときは、当該公の施設

に係る条例の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる使用料又は利用料金を全額

免除する。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者 

(２) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、当該使用料又は利用料金は、免除し

ない。 

(１) 営利又は営業上の目的で公の施設を利用する場合 

(２) 当該公の施設の利用が貸切利用の場合において、免除対象障がい者が当該公の施設

を利用する者（免除対象介護者を除く。）の半数に満たないとき。 

 

（市長による管理） 

第３条 別表の左欄に掲げる公の施設のうち、当該施設の管理を市長が行う必要が生じた場

合は、同表右欄に掲げる利用料金を使用料と読み替えするものとする。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

 公の施設（名称） 使用料又は利用料金 

小学校及び中学校の多目的ホール、屋内

運動場及び校庭 

南相馬市公の施設等の使用に関する条例（平

成18年南相馬市条例第90号）第３条に規定す

る使用料 児童館の事務室以外の室 
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老人福祉センター 南相馬市老人福祉センター設置条例（平成18

年南相馬市条例第117号）第21条に規定する利

用料金 

保健センター 南相馬市保健センター条例（平成18年南相馬

市条例第129号）第７条に規定する使用料 

南相馬市小高保健福祉センター 南相馬市小高保健福祉センター条例（平成18

年南相馬市条例第130号）第８条に規定する使

用料 

北泉海浜総合公園の有料公園施設（宿泊

施設を除く。） 

南相馬市都市公園条例（平成18年南相馬市条

例第146号）第11条に規定する使用料 

南相馬市労働福祉会館 南相馬市労働福祉会館条例（平成18年南相馬

市条例第152号）第23条に規定する利用料金 

ふれあいハウス及び村上キャンプ場 南相馬市ふれあいハウス及び村上キャンプ場

条例（平成18年南相馬市条例第154号）第22条

に規定する利用料金 

ハートランドはらまち（宿泊施設を除

く。） 

南相馬市農業農村活性化施設条例（平成18年

南相馬市条例第162号）第７条に規定する利用

料金 

南相馬市就業改善センター 南相馬市就業改善センター条例（平成18年南

相馬市条例第165号）第６条に規定する使用料 

南相馬市鹿島農村環境改善センター（万

葉ふれあいセンター） 

南相馬市鹿島農村環境改善センター設置及び

管理に関する条例（平成18年南相馬市条例第

176号）第５条に規定する使用料 

生涯学習センター 南相馬市生涯学習センター条例（平成18年南

相馬市条例第195号）第８条に規定する使用料 

小高体育センター 南相馬市スポーツ施設条例（平成18年南相馬

市条例第199号）第21条に規定する利用料金 小高東部運動場 

小高中部運動場 

小高西部運動場 
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小高片草運動場テニスコート 

鹿島体育館 

千倉体育館 

前川原体育館 

千倉グラウンド 

前川原グラウンド 

千倉テニスコート 

みちのく鹿島球場 

雲雀ヶ原陸上競技場 

夜の森公園テニスコート 

南相馬市テニスコート 

南相馬市弓道場 

南相馬市野球場 

南相馬市民プール 

南相馬屋内市民プール 

小川町体育館 

南相馬市サッカー場 

北新田運動場 

北新田野球場 

南相馬市相撲場 

栄町柔剣道場 

南相馬市鹿島生涯学習センター 南相馬市生涯学習センター条例（平成18年南

相馬市条例第195号）第８条に規定する使用料 

南相馬市スポーツセンター 南相馬市スポーツセンター条例（平成18年南

相馬市条例第201号）第21条に規定する利用料

金 

南相馬市馬事公苑（宿泊施設を除く。） 南相馬市馬事公苑条例（平成18年南相馬市条

例第202号）第20条に規定する利用料金 

南相馬市立博物館 南相馬市立博物館条例（平成18年南相馬市条
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例第203号）第４条に規定する観覧料 

南相馬市鹿島Ｂ＆Ｇ海洋センター 南相馬市鹿島Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成

18年南相馬市条例第208号）第21条に規定する

利用料金 

野馬追通り銘醸館 南相馬市野馬追通り銘醸館条例（平成18年南

相馬市条例第237号）第20条に規定する利用料

金 

南相馬市牛島パークゴルフ場 南相馬市牛島パークゴルフ場条例（平成19年

南相馬市条例第18号）第７条に規定する使用

料 

道の駅南相馬 南相馬市道の駅条例（平成19年南相馬市条例

第２号）第20条に規定する利用料金 

南相馬市民情報交流センター 南相馬市民情報交流センター条例（平成21年

南相馬市条例第32号）第12条に規定する使用

料 

南相馬市大町地域交流センター 南相馬市大町地域交流センター条例（平成26

年南相馬市条例第14号）第12条に規定する使

用料 

南相馬市かしま交流センター 南相馬市かしま交流センター条例（平成26年

南相馬市条例第18号）第23条に規定する利用

料金 

南相馬市サービスエリア利活用拠点施

設 

南相馬市サービスエリア利活用拠点施設条例

（平成26年南相馬市条例第28号）第24条に規

定する利用料金 

真野交流センター 南相馬市真野交流センター条例（平成27年南

相馬市条例第43号）第23条に規定する利用料

金 

 


